
ＪＲ東海労ニュース

11月25日最高裁判所は 会社が東京高等裁判所の判決 不、 （

当労働行為救済命令取消訴訟・大阪第一車両所分会での掲

示物撤去事件）を不服として、上告及び上告受理申立を行

っていた二つの事件に対して上告を棄却し、上告審として

受理しない決定を行いました。

すでに一件については 『ＪＲ東海労ニュース№1171』で、

お知らせしましたが、同日付で、新たにもう一件の掲示物

撤去に関する不当労働行為事件が最高裁判所の判断で「不

当労働行為」であることが確定しました。まさに会社の不

法行為を最高裁判所が連続して認定したのです。

会社は、直ちに不当労働行為があったことを認め、謝罪

すると共に、中央労働委員会が命令したとおり、謝罪文を

速やかに手交すること！

またまた最高裁が、会社の上告を棄却！
掲示物撤去は不当労働行為！
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２００８年１１月２８日
ＪＲ東海労働組合

最高裁判所決定 謝罪文手交を命じた中央労働委員会の救済命令

会社は直ちに不当労働行為に対する謝罪文を手交せよ！


